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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向に延びる一対の側板の間に商品通路が形成され、前記商品通路の幅を変更する
ための通路幅調整装置が配置された自動販売機の商品収納装置であって、
　前記通路幅調整装置は、
　前記一対の側板のうち一方の側板に対して前記商品通路側に対向して配置され、前記一
方の側板に対向する対向面に突起部が形成された通路幅調整板と、
　上下方向に延びるガイドスリットが形成され、前記ガイドスリット内に前記突起部を挿
入して前記通路幅調整板に沿って上下方向にスライド可能に配置されるスライド板と、
　前記一方の側板と前記スライド板の間に配置され、両端部が前記一方の側板と前記スラ
イド板に回動可能に取り付けられたリンク板と
　を有し、
　前記通路幅調整板は、前記スライド板が所定のスライド範囲を上方へ超えてスライドし
た時に前記スライド板の上縁部に突き当たるように前記対向面から突出するスライド規制
部を有し、
　前記スライド板は前記通路幅調整板に取り付けるための位置決め部を有し、前記位置決
め部は、前記スライド規制部と位置を合わせた時に、前記突起部を前記ガイドスリットに
挿入するための突起挿入口に前記突起部が位置するように形成され、
　前記通路幅調整板を前記商品通路の幅方向に動かすことにより前記商品通路の幅が変更
される自動販売機の商品収納装置。
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【請求項２】
　上下方向に延びる一対の側板の間に商品通路が形成され、前記商品通路の幅を変更する
ための通路幅調整装置が配置された自動販売機の商品収納装置であって、
　前記通路幅調整装置は、
　前記一対の側板のうち一方の側板に対して前記商品通路側に対向して配置され、前記一
方の側板に対向する対向面に突起部が形成された通路幅調整板と、
　上下方向に延びるガイドスリットが形成され、前記ガイドスリット内に前記突起部を挿
入して前記通路幅調整板に沿って上下方向にスライド可能に配置されるスライド板と、
　前記一方の側板と前記スライド板の間に配置され、両端部が前記一方の側板と前記スラ
イド板に回動可能に取り付けられたリンク板と
　を有し、
　前記スライド板は、両側縁部が略全長にわたって前記通路幅調整板の反対側に折り曲げ
られた折り曲げ部を有し、
　前記通路幅調整板は、両側縁部を内側に巻いて環状に形成した内巻部を有し、
　前記折り曲げ部と前記内巻部とは、略同じ高さとなるように形成され、
　前記通路幅調整板を前記商品通路の幅方向に動かすことにより前記商品通路の幅が変更
される自動販売機の商品収納装置。
【請求項３】
　前記突起部は、前記スライド板に係合する係合部を有し、
　前記スライド板は、前記ガイドスリットに前記突起部を挿入するための突起挿入口を有
する請求項１又は２に記載の自動販売機の商品収納装置。
【請求項４】
　前記突起部は、前記通路幅調整板から切起こして形成される請求項１～３のいずれか一
項に記載の自動販売機の商品収納装置。
【請求項５】
　前記突起部は、前記スライド板を挟んで前記通路幅調整板の反対側に配置されて前記ス
ライド板に係合する係合部と、前記通路幅調整板と前記係合部との間を接続するように前
記ガイドスリット内を延びる挿入部とを有し、前記係合部と前記挿入部がＬ字状に接続さ
れた請求項３又は４に記載の自動販売機の商品収納装置。
【請求項６】
　前記ガイドスリットは、前記通路幅調整板を前記商品通路の幅方向に動かした時に前記
突起部が前記ガイドスリットに沿って相対的に移動する移動範囲の外側まで延びるように
形成され、
　前記突起挿入口は、前記ガイドスリットにおいて前記移動範囲の外側に形成される請求
項３に記載の自動販売機の商品収納装置。
【請求項７】
　前記ガイドスリットは、前記スライド板が所定のスライド範囲を下方へ超えてスライド
した時に上端部が前記突起部に突き当たるように形成される請求項１～６のいずれか一項
に記載の自動販売機の商品収納装置。
【請求項８】
　前記ガイドスリットは、前記リンク板に対向する箇所に形成される請求項１～７のいず
れか一項に記載の自動販売機の商品収納装置。
【請求項９】
　前記突起部は、前記通路幅調整板の幅方向の略中央部に設けられ、
　前記ガイドスリットは、前記スライド板の幅方向の略中央部に設けられる請求項１～８
のいずれか一項に記載の自動販売機の商品収納装置。
【請求項１０】
　１つの前記ガイドスリットに対して２つの前記突起部が設けられ、２つの前記突起部は
、前記ガイドスリットの幅方向および／または上下方向に離れた位置に設けられ、前記ス
ライド板に係合するように先端が互いに反対方向に屈曲された係合部を有する請求項１～
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９のいずれか一項に記載の自動販売機の商品収納装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、自動販売機の商品収納装置に係り、特に、商品通路の幅を変更するための
通路幅調整装置が配置された自動販売機の商品収納装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、自動販売機の商品収納装置において、上下方向に延びる商品通路の幅を変更
するための通路幅調整装置が配置されている。この通路幅調整装置は、例えば、特許文献
１に開示されているように、商品通路を形成する一対の側板の間に配置され、商品通路の
幅方向に移動されることで商品通路の幅を変更する。図８（ａ）および（ｂ）に、通路幅
調整装置の構成を模式的に示す。
【０００３】
　図８（ａ）に示すように、上下方向Ｄ１に延びるように形成された通路幅調整板２１と
、通路幅調整板２１に沿うように配置されたスライド板２２と、スライド板２２を側板に
連結するリンク板２３とを有する。図８（ｂ）に示すように、通路幅調整板２１は上下方
向Ｄ１に延びる一対の側縁部を内側に曲げて形成された湾曲部２４を有し、この湾曲部２
４内にスライド板２２の一対の側縁部が挿入されて、スライド板２２を湾曲部２４で支持
しつつ通路幅調整板２１に沿ってスライドさせることができる。これにより、商品通路の
幅方向への通路幅調整板２１の移動に応じてリンク板２３の姿勢を変更しつつスライド板
２２がスライドされるため、通路幅調整板２１をスムーズに商品通路の幅方向へ動かして
商品通路の幅を変更することができる。
【０００４】
　ここで、通路幅調整板２１とスライド板２２は、扁平状に形成されているため強度が低
く、所定の強度を保つためには板厚を大きくする必要がる。このため、通路幅調整板２１
とスライド板２２に使用される材料の量が増加するといった問題があった。
【０００５】
　そこで、通路幅調整板とスライド板の強度を向上させる技術として、例えば、特許文献
２には、商品立ち、詰まりを起こさない構成の自動販売機の商品収納装置が開示されてい
る。この商品収納装置は、通路幅調整板の上下略全長の断面を凹凸形状に形成すると共に
リンク連結板の略中央部を凸形状に形成しているので、通路幅調整板とリンク連結板の強
度を向上させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４９６００１２号公報
【特許文献２】特許第５１０３８４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献２の商品収納装置は、その構造上、通路幅調整板の側縁部とリ
ンク連結板の側縁部を容易に変形することができないといった問題があった。例えば、リ
ンク連結板は、上下方向にスライドするために一対の側縁部が係止されており、強度を向
上させるために側縁部を変形するとスライドの妨げになるおそれがあった。また、通路幅
調整板は、リンク連結板を係止する切起こしを形成するために側縁部側を広く確保するこ
とができず、側縁部を大きく変形させることが困難であった。このように、構造上、通路
幅調整板とリンク連結板は、側縁部を容易に変形させることができないため、その強度を
大きく向上させることが困難であった。
【０００８】
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　この発明は、このような従来の問題点を解消するためになされたもので、構造上、通路
幅調整板とスライド板の側縁部を容易に変形することができ、強度を向上することができ
る自動販売機の商品収納装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明に係る自動販売機の商品収納装置は、上下方向に延びる一対の側板の間に商品
通路が形成され、商品通路の幅を変更するための通路幅調整装置が配置された自動販売機
の商品収納装置であって、通路幅調整装置は、一対の側板のうち一方の側板に対して商品
通路側に対向して配置され、一方の側板に対向する対向面に突起部が形成された通路幅調
整板と、上下方向に延びるガイドスリットが形成され、ガイドスリット内に突起部を挿入
して通路幅調整板に沿って上下方向にスライド可能に配置されるスライド板と、一方側板
とスライド板の間に配置され、両端部が一方の側板とスライド板に回動可能に取り付けら
れたリンク板とを有し、通路幅調整板を商品通路の幅方向に動かすことにより商品通路の
幅が変更されるものである。
【００１０】
　ここで、突起部は、スライド板に係合する係合部を有し、スライド板は、ガイドスリッ
トに突起部を挿入するための突起挿入口を有することが好ましい。
【００１１】
　また、突起部は、通路幅調整板から切起こして形成することが好ましい。
　また、突起部は、スライド板を挟んで通路幅調整板の反対側に配置されてスライド板に
係合する係合部と、通路幅調整板と係合部との間を接続するようにガイドスリット内を延
びる挿入部とを有し、係合部と挿入部がＬ字状に接続されることが好ましい。
【００１２】
　また、ガイドスリットは、通路幅調整板を商品通路の幅方向に動かした時に突起部がガ
イドスリットに沿って相対的に移動する移動範囲の外側まで延びるように形成され、突起
挿入口は、ガイドスリットにおいて移動範囲の外側に形成することができる。
【００１３】
　また、ガイドスリットは、スライド板が所定のスライド範囲を下方へ超えてスライドし
た時に上端部が突起部に突き当たるように形成されることが好ましい。
　また、通路幅調整板は、スライド板が所定のスライド範囲を上方へ超えてスライドした
時にスライド板の上縁部に突き当たるように対向面から突出するスライド規制部を有する
ことが好ましい。
　また、スライド板は通路幅調整板に取り付けるための位置決め部を有し、位置決め部は
、スライド規制部と位置を合わせた時に、突起部をガイドスリットに挿入するための突起
挿入口に突起部が位置するように形成することができる。
【００１４】
　また、ガイドスリットは、リンク板に対向する箇所に形成することができる。
【００１５】
　また、突起部は、通路幅調整板の幅方向の略中央部に設けられ、ガイドスリットは、ス
ライド板の幅方向の略中央部に設けられることが好ましい。
【００１６】
　また、１つのガイドスリットに対して２つの突起部が設けられ、２つの突起部は、ガイ
ドスリットの幅方向および／または上下方向に離れた位置に設けられ、スライド板に係合
するように先端が互いに反対方向に屈曲された係合部を有することが好ましい。
【００１７】
　また、スライド板は、両側縁部が略全長にわたって通路幅調整板の反対側に折り曲げら
れた折り曲げ部を有することが好ましい。
　また、通路幅調整板は、両側縁部を内側に巻いて環状に形成した内巻部を有し、折り曲
げ部と内巻部とは、略同じ高さとなるように形成することができる。
【発明の効果】
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【００１８】
　この発明によれば、通路幅調整装置は一方の側板に対向する通路幅調整板の対向面に突
起部が形成されると共にスライド板に上下方向に延びるガイドスリットが形成されてガイ
ドスリット内に突起部を挿入してスライド板を通路幅調整板に沿って上下方向にスライド
可能に配置するので、構造上、通路幅調整板とスライド板の側縁部を容易に変形すること
ができ、強度を向上することができる自動販売機の商品収納装置を提供することが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】この発明の一実施の形態に係る自動販売機の商品収納装置の構成を示す斜視図で
ある。
【図２】通路幅調整装置の構成を示し、図２（ａ）は正面図、図２（ｂ）は図２（ａ）の
Ｉ－Ｉ線断面図である。
【図３】通路幅調整装置の要部を示す斜視図である。
【図４】スライド板が所定のスライド範囲を下方へ超えてスライドする様子を示す図であ
る。
【図５】スライド板が所定のスライド範囲を上方へ超えてスライドする様子を示す図であ
る。
【図６】通路幅調整板にスライド板を取り付ける様子を示す図である。
【図７】通路幅調整板を左右方向に動かした様子を示す図である。
【図８】従来の通路幅調整装置の構成を示し、図８（ａ）は正面図、図８（ｂ）は図８（
ａ）のＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、この発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
　図１に、この発明の一実施の形態に係る自動販売機の商品収納装置の構成を示す。この
商品収納装置は、缶、ビン、およびペットボトルなどの商品を上下方向Ｄ１に延びる商品
通路Ｓに収納するもので、商品通路Ｓを左右方向Ｄ３に挟むように互いに対向して配置さ
れた一対の側板１ａおよび１ｂと、側板１ａおよび１ｂの上部近傍に配置された複数のガ
イド板２と、ガイド板２の下方において商品通路Ｓを前後方向Ｄ２に挟むように配置され
た３つのシュート部３と、側板１ａに沿うように配置された２つの通路幅調整装置４とを
有する。
【００２１】
　側板１ａおよび１ｂは、ガイド板２、シュート部３および通路幅調整装置４を係合して
支持するもので、上下方向Ｄ１に延びるように配置されている。
　ガイド板２は、商品を所定の位置へガイドするもので、それぞれ前部に対して後部が下
方に位置するように傾斜して配置されている。また、ガイド板２は、上下方向Ｄ１に互い
に間隔を空けて並べて配置されており、ガイド板２の間に商品を投入するための投入口２
ａが形成される。
【００２２】
　シュート部３は、商品を下方へ導くもので、それぞれ上下方向Ｄ１に延びるように形成
されると共に前後方向Ｄ２に互いに間隔を空けて並べて配置されている。シュート部３は
、湾曲形状を有する複数のシュート板３ａを上下方向Ｄ１に連接して構成されており、隣
り合うシュート部３の間に蛇行しつつ上下方向Ｄ１に延びる商品通路Ｓが形成される。す
なわち、３つのシュート部３の間に２つの商品通路Ｓが形成されることになる。商品通路
Ｓが投入口２ａに連通するように、シュート部３はガイド板２に対応して配置されている
。
【００２３】
　通路幅調整装置４は、図２（ａ）および（ｂ）に示すように、上下方向Ｄ１に延びるよ
うに配置された通路幅調整板５と、通路幅調整板５に沿って上下方向Ｄ１に延びるように
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配置されたスライド板６と、スライド板６に接続されたリンク板７とを有する。
　通路幅調整板５は、側板１ａに対して商品通路Ｓ側に対向して配置されるもので、側板
１ａに対向する対向面５ａに突起部８と、スライド規制部９とが形成されている。突起部
８は、通路幅調整板５の幅方向（短手方向）の略中央部において、通路幅調整板５の上端
部近傍と、中央部近傍と、下端部近傍の３個所に設けられている。スライド規制部９は、
通路幅調整板５の上端部近傍においてスライド板６の上側に配置される。また、通路幅調
整板５は、上下方向Ｄ１に延びる両側縁部を対向面５ａに当接するまで内側に巻いて環状
に形成された内巻部１０を有する。さらに、通路幅調整板５は、対向面５ａの反対側にお
いて商品通路Ｓに露出する通路面５ｂが平坦に形成されている。
【００２４】
　スライド板６は、上下方向Ｄ１に延びるガイドスリット１１が形成され、ガイドスリッ
ト１１内に通路幅調整板５の突起部８を挿入して対向面５ａに沿って上下方向Ｄ１にスラ
イド可能に配置されている。ガイドスリット１１は、突起部８に対応して、スライド板６
の幅方向（短手方向）の略中央部において、スライド板６の上端部近傍と、中間部近傍と
、下端部近傍の３個所に設けられている。また、スライド板６は、上下方向Ｄ１に延びる
両側縁部が略全長にわたって通路幅調整板５の反対側に起き上がるように折り曲げられた
折り曲げ部１２を有する。この折り曲げ部１２は、通路幅調整板５の内巻部１０と略同じ
高さとなるように形成されている。さらに、スライド板６は、通路幅調整板５に取り付け
る際に位置決めするための位置決め部１３と、通路幅調整板５側に突出する複数の凸部１
６とを有する。
　リンク板７は、側板１ａとスライド板６との間に延在するように配置され、両端部が側
板１ａとスライド板６に回動可能に取り付けられている。リンク板７は、スライド板６に
おいて上端部近傍と下端部近傍にそれぞれ形成されたガイドスリット１１に対応する２箇
所に配置されている。
【００２５】
　次に、通路幅調整装置４の構成を詳細に説明する。
　図３に示すように、突起部８は、１つのガイドスリット１１に対して２つの突起部８ａ
および８ｂが配置されている。なお、図３では、リンク板７は省略されている。突起部８
ａおよび８ｂは、ガイドスリット１１の幅方向および上下方向Ｄ１に離れた位置に配置さ
れている。すなわち、突起部８ａは、ガイドスリット１１において上下方向Ｄ１に延びる
一対の縁部のうち一方の縁部に沿う位置で且つ突起部８ｂより上側に配置されている。一
方、突起部８ｂは、ガイドスリット１１の他方の縁部に沿う位置で且つ突起部８ａより下
側に配置されている。この２つの突起部８ａおよび８ｂは、通路幅調整板５から切起こし
て形成され、係合部がスライド板６に係合するように先端がガイドスリット１１の外側に
屈曲、すなわち先端が互いに反対方向に屈曲されている。
【００２６】
　具体的には、突起部８ａおよび８ｂは、それぞれ、スライド板６を挟んで通路幅調整板
５の反対側に配置されてスライド板６に係合する係合部１７と、通路幅調整板５と係合部
１７との間を接続するようにガイドスリット１１内を延びる挿入部１８とを有する。突起
部８ａおよび８ｂは、係合部１７と挿入部１８をＬ字状に接続するように屈曲されている
。これにより、係合部１７は、スライド板６に対向するように配置され、スライド板６を
通路幅調整板５から離れないように支持する。
【００２７】
　スライド板６は、突起部８ａおよび８ｂを挿入するために、ガイドスリット１１を部分
的に外側に拡げるように形成された突起挿入口１４ａおよび１４ｂを有する。ここで、ガ
イドスリット１１は、通路幅調整板５を商品通路Ｓの幅方向（左右方向Ｄ３）に動かした
時に、突起部８ａおよび８ｂがガイドスリット１１に沿って相対的に移動する移動範囲Ｒ
ａおよびＲｂに対して、その外側まで下方に延びるように形成されている。そして、突起
挿入口１４ａがガイドスリット１１において移動範囲Ｒａの外側に形成され、突起挿入口
１４ｂがガイドスリット１１において移動範囲Ｒｂの外側に形成されている。
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　なお、移動範囲ＲａおよびＲｂは、商品収納装置に収納される商品の大きさに応じて予
め決定されるものである。
【００２８】
　また、スライド板６の折り曲げ部１２には、ガイドスリット１１に対応する位置にリン
ク板７を回動可能に取り付けるための取付部１５が形成されている。このため、スライド
板６の上端部近傍と下端部近傍に位置する２つのガイドスリット１１は、リンク板７に対
向する箇所に形成されることになる。
【００２９】
　また、ガイドスリット１１は、図４に示すように、スライド板６が所定のスライド範囲
を下方へ超えてスライドした時に上端部が突起部８ａに突き当たるような長さで形成され
ている。
　一方、通路幅調整板５のスライド規制部９は、図５に示すように、スライド板６が所定
のスライド範囲を上方へ超えてスライドした時にスライド板６の上縁部に突き当たるよう
な位置に対向面５ａから突出して形成されている。
【００３０】
　次に、通路幅調整装置４の組み立て方法について説明する。
　まず、通路幅調整板５の対向面５ａにスライド板６を取り付ける。この時、スライド板
６は、図６（ａ）に示すように、位置決め部１３を通路幅調整板５のスライド規制部９に
重ねるように位置合わせする。位置決め部１３は、スライド規制部９と位置を合わせた時
に、突起挿入口１４ａに突起部８ａが位置すると共に突起挿入口１４ｂに突起部８ｂが位
置するように形成されている。このため、位置決め部１３をスライド規制部９と位置合わ
せすることにより、突起挿入口１４ａおよび１４ｂを介して突起部８ａおよび８ｂをガイ
ドスリット１１内に挿入することができる。
【００３１】
　ここで、スライド規制部９には、上部から下部に向かって徐々に対向面５ａから離れる
ように傾斜する傾斜面９ａが形成されている。そこで、図６（ｂ）に示すように、スライ
ド板６を傾斜面９ａに沿って下方へ引っ張ることにより、突起部８ａおよび８ｂをガイド
スリット１１内に挿入したままスライド板６をスライド規制部９の下側までスムーズに移
動させることができる。
【００３２】
　この時、スライド板６は、突起部８ａおよび８ｂの係合部１７により係合されているた
め、スライド規制部９より高く通路幅調整板５から離れることが抑制されている。このた
め、スライド板６は、スライド規制部９の下側まで移動した後に再び上方へ移動させても
、図５に示すように、上縁部がスライド規制部９に突き当たり、スライド板６がスライド
規制部９の上方へ移動することを抑制する。さらに、スライド規制部９の下部には、通路
幅調整板５の対向面５ａに対して垂直な垂直面９ｂが形成されており、スライド板６がス
ライド規制部９の上方へ移動することを確実に抑制することができる。
【００３３】
　このように、スライド板６を通路幅調整板５に取り付ける際に、加締めなどの複雑な工
程を行う必要がなく、スライド板６をスライド規制部９の傾斜面９ａに沿って下方へ引っ
張るだけで、スライド板６を通路幅調整板５に容易に取り付けることができる。
【００３４】
　続いて、リンク板７の一端部が、スライド板６の取付部１５に回動可能に取り付けられ
る。なお、リンク板７は、スライド板６を通路幅調整板５に取り付ける前にスライド板６
に取り付けても良い。
　これにより、図２（ａ）および（ｂ）に示す通路幅調整装置４が組み立てられる。
【００３５】
　従来、図８（ａ）に示すように、スライド板２２は、両側縁部を通路幅調整板２１の湾
曲部２４に挿入することで通路幅調整板２１に沿ってスライドさせていた。このため、ス
ライド板２２は、通路幅調整板２１に対して幅方向にわたるように広く形成されていた。
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　本発明では、図２（ａ）に示すように、スライド板６は、略中央部に形成されたガイド
スリット１１に突起部８ａおよび８ｂを挿入してスライドさせており、側縁部がスライド
板６のスライドに関与しないため、スライド板６の幅を大きく狭めることができる。これ
により、スライド板６を軽量化すると共にスライド板６に使用される材料の量を低減する
ことができる。
【００３６】
　また、従来、図８（ｂ）に示すように、通路幅調整板２１とスライド板２２は、扁平状
に形成されるため強度が弱く、通路幅調整板２１とスライド板２２の板厚を大きくするこ
とで所定の強度に保たれていた。
　本発明では、図２（ｂ）に示すように、スライド板６は、両側縁部が略全長にわたって
折り曲げられた折り曲げ部１２を有するため、所定の強度を保ちつつスライド板６の板厚
を薄くすることができる。
【００３７】
　一方、通路幅調整板５は、両側縁部を略全長にわたって内側に巻いて形成した内巻部１
０を有する。この内巻部１０は、側縁部が対向面５ａに当接するまで巻かれて環状に形成
されている。このため、内巻部１０は、従来のスライド板２２に形成された湾曲部２４と
比較して、通路幅調整板５の強度を大きく向上することができ、通路幅調整板５を所定の
強度に保ちつつ板厚を薄くすることができる。さらに、スライド板６の幅が狭く形成され
るため、内巻部１０を通路幅調整板５の内側に長く形成、すなわち横長の環形状に形成す
ることができる。これにより、通路幅調整板５の強度がさらに向上するため、通路幅調整
板５の板厚をより薄く形成することができる。実際に、本発明の通路幅調整板５と従来の
通路幅調整板２１の強度を比較したところ、従来の通路幅調整板２１の板厚を１．０ｍｍ
とした時と、本発明の通路幅調整板５の板厚を０．５ｍｍとした時の強度を略同じにする
ことができた。
　このように、通路幅調整板５とスライド板６の側縁部を変形して強度を大きく向上する
ことができ、この強度の向上に伴って板厚を薄くすることで通路幅調整板５とスライド板
６に使用される材料の量を低減して軽量化することができる。このように、構造上の工夫
により、通路幅調整板５とスライド板６の板厚を薄くしても強度を維持することができる
。
【００３８】
　さらに、スライド板６は、スライドに必須なガイドスリット１１と、通路幅調整板５へ
の取り付けに必須なスライド規制部９とによりスライド範囲が規制されている。すなわち
、ガイドスリット１１は、図４に示すように、スライド板６が所定のスライド範囲を下方
へ超えてスライドした時に上端部が突起部８ａに突き当たるように形成されている。また
、スライド規制部９は、図５に示すように、スライド板６が所定のスライド範囲を上方へ
超えてスライドした時にスライド板６の上縁部に突き当たるように形成されている。この
ように、スライド板６は、スライドと通路幅調整板５への取り付けに必須な部材によりス
ライド範囲が規制されるため、スライド範囲を規制する部材を専用部材とした場合と比較
して、例えば専用部材の取り付け忘れなどの不備が生じることが抑制され、スライド板６
のスライド範囲を確実に規制することができる。
【００３９】
　また、突起部８ａおよび８ｂは、ガイドスリット１１の幅方向および上下方向Ｄ１に離
れた位置に形成されている。このため、突起部８ａおよび８ｂは、上下方向Ｄ１に同じ位
置に並ぶように形成した場合と比較して、ガイドスリット１１の幅方向において狭い範囲
に突起部８ａおよび８ｂを配置することができる。これにより、ガイドスリット１１の幅
を狭く形成することができるため、スライド板６の幅をさらに小さくすることができる。
　また、突起部８ａおよび８ｂは、スライド板６に係合するように係合部１７が互いに反
対方向に屈曲されている。このため、スライド板６を通路幅調整板５に沿って安定してス
ライドさせることができる。
【００４０】
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　また、スライド板６には、通路幅調整板５側に突出する複数の凸部１６が形成されてい
る。この複数の凸部１６により、図２（ｂ）に示すように、スライド板６は、通路幅調整
板５に密着しないように持ち上げられており、スライド板６をスムーズにスライドさせる
ことができる。
【００４１】
　続いて、リンク板７の他端部を側板１ａに回動可能に取り付けることにより、図１に示
す商品収納装置が組み立てられる。この時、スライド板６の折り曲げ部１２が、通路幅調
整板５の内巻部１０と略同じ高さとなるように形成されているため、内巻部１０の内側に
スライド板６を収めることができ、商品収納装置を側板１ａに沿うように配置することが
できる。
　また、スライド板６などの全ての部材が通路幅調整板５の対向面５ａ側に配置されるた
め、商品通路Ｓに露出する通路幅調整板５の通路面５ｂを平坦に形成することができる。
このため、商品通路Ｓに投入される商品を安定して下方に導くことができ、商品の姿勢が
崩れることを抑制することができる。
【００４２】
　組み立てられた商品収納装置は、図７に示すように、商品通路Ｓに投入される商品の大
きさに応じて通路幅調整板５を左右方向Ｄ３に動かすことができる。この時、通路幅調整
板５の左右方向Ｄ３への動きに応じてリンク板７の姿勢が変更される。そして、リンク板
７の姿勢に応じてスライド板６が通路幅調整板５に沿って上下方向Ｄ１にスライドするた
め、通路幅調整板５を左右方向Ｄ３にスムーズに動かすことができる。
【００４３】
　本実施の形態によれば、通路幅調整板５が側板１ａに対向する対向面５ａに突起部８ａ
および８ｂが形成されると共に、上下方向Ｄ１に延びるガイドスリット１１が形成された
スライド板６がガイドスリット１１内に突起部８ａおよび８ｂを挿入して通路幅調整板５
に沿って上下方向Ｄ１にスライド可能に配置されるため、通路幅調整板５とスライド板６
の側縁部を容易に変形することができる。これにより、通路幅調整板５とスライド板６の
強度を大きく向上させることができ、強度の向上に伴って板厚を薄くすることで通路幅調
整板５とスライド板６に使用される材料の量を大幅に低減して軽量化することができる。
【符号の説明】
【００４４】
　１ａ，１ｂ　側板、２　ガイド板、２ａ　投入口、３　シュート部、３ａ　シュート板
、４　通路幅調整装置、５　通路幅調整板、５ａ　対向面、５ｂ　通路面、６　スライド
板、７　リンク板、８，８ａ，８ｂ　突起部、９　スライド規制部、９ａ　傾斜面、９ｂ
　垂直面、１０　内巻部、１１　ガイドスリット、１２　折り曲げ部、１３　位置決め部
、１４ａ，１４ｂ　突起挿入口、１５　取付部、１６　凸部、１７　係合部、１８　挿入
部、Ｄ１　上下方向、Ｄ２　前後方向、Ｄ３　左右方向、Ｓ　商品通路、Ｒａ，Ｒｂ　移
動範囲。
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